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柏市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）

変 更 後 変 更 前

○計画期間 ： 平成 20 年 4 月 ～ 平成 26 年 3 月

３．中心市街地の活性化の目標

［１］略

［２］計画期間の考え方

基本計画の計画期間は、計画する事業が実施され一定の効果が現れることが想定される平成20年 4 月から平

成 26 年 3 月までとする。柏駅を中心としたエリアで計画した「都市再生整備計画」との整合性を持ち効果的か

つ合理的に実現できるように取り組む。

［３］略

［４］具体的な目標数値の考え方

（１）中心市街地における年間小売販売額の向上

①目標値の設定

・柏市の中心市街地における商業環境は、大型店と路面型店舗が共存して、かつ、強い吸引力を背景に買回

性の強い商業環境を形成していることが特徴である。

・しかし、中心市街地における年間小売販売額の推移をみると下記のようなグラフとなり、平成 17 年 3 月に

スカイプラザ柏内にビックカメラがオープンしたこと等から、平成17 年度は対前年比で上昇に転じたが、

平成 18 年度は再び減少に転じている。

・この原因としては、平成16 年以降、柏市及び周辺地域における急激な郊外型大型店の進出（110,513 ㎡）

やつくばエクスプレスの開通等があげられる。

・そこで、目標値としては、それらの影響が及ぶ以前の平成15 年当時の年間小売販売額水準に戻すことが望

ましいと考えられる。

・よって、平成 25 年時点での中心市街地の年間小売販売額を、平成 15 年当時の水準[150,000（百万円）]

に設定する。

・また、長期的な目標としては、郊外への大型店の出店が顕著になる以前の平成13年当時の水準（約 170,000

百万円）まで回復することを目指すものとする。

※計画変更により，計画の終期を当初設定していた平成２５年３月から平成２６年３月へ延長したが，これに伴

う推計値・事業効果の増減は考慮せず，以下のとおり設定した平成２４年度目標数値をそのまま平成２５年度目

標数値とする。

○計画期間 ： 平成 20 年 4 月 ～ 平成 25 年 3月

３．中心市街地の活性化の目標

［１］略

［２］計画期間の考え方

基本計画の計画期間は、計画する事業が実施され一定の効果が現れることが想定される平成20年 4月から平成 25

年 3 月までとする。柏駅を中心としたエリアで計画した「都市再生整備計画」との整合性を持ち効果的かつ合理的

に実現できるように取り組む。

［３］略

［４］具体的な目標数値の考え方

（１）中心市街地における年間小売販売額の向上

①目標値の設定

・柏市の中心市街地における商業環境は、大型店と路面型店舗が共存して、かつ、強い吸引力を背景に買回性の

強い商業環境を形成していることが特徴である。

・しかし、中心市街地における年間小売販売額の推移をみると下記のようなグラフとなり、平成 17年 3 月にスカ

イプラザ柏内にビックカメラがオープンしたこと等から、平成 17 年度は対前年比で上昇に転じたが、平成 18

年度は再び減少に転じている。

・この原因としては、平成16年以降、柏市及び周辺地域における急激な郊外型大型店の進出（110,513 ㎡）やつ

くばエクスプレスの開通等があげられる。

・そこで、目標値としては、それらの影響が及ぶ以前の平成15 年当時の年間小売販売額水準に戻すことが望まし

いと考えられる。

・よって、平成 24 年時点での中心市街地の年間小売販売額を、平成 15 年当時の水準[150,000（百万円）]に設

定する。

・また、長期的な目標としては、郊外への大型店の出店が顕著になる以前の平成13 年当時の水準（約 170,000 百

万円）まで回復することを目指すものとする。

中心市街地における年間小売販売額
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百万円

・つくばエクスプレス開通
・郊外型大型店増床(約11万㎡)

　・システムランドビルオープン
　・スカイプラザ柏へのビックカメラ入店

長期的な目標
平成13年度の水準計画期間中の目標

平成15年度の水準

平成15年２月　中心部に立地す
る大型店の大幅な規模縮小
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②目標値の算出方法

1)略

2) 中心市街地における主な大型店に対してアンケートを実施（注 1）し、結果から得られた売上高の推移か

ら、中心市街地全体の小売業の「１㎡あたり販売額」の推移を推計した。

＜大型店アンケート結果＞

＜大型店アンケート結果を元にした、中心市街地の小売業の「１㎡当たり販売額」の推計＞

（注 1）中心市街地活性化協議会で当該区域の大型店を対象

にアンケート調査を実施。回答が得られた大型店のデータ

の合計は、平成 15 年度ベースで、中心市街地における総

売場面積の 79％を、総小売販売額の 73％をそれぞれ占め

ている。

（注２）累乗近似により推計。Ｒ２＝0.9733

3) 2)で求めた各年度の「主な大型店の 1 ㎡あたり販売

額」を 1)で求めた各年度の「売場面積の推移」にそれぞれ乗じて、各年度の小売年間販売額を推計した。

＜中心市街地における売場面積、１㎡あたり販売額、小売販売額の推計＞

なお、平成 25 年度における年間小売販売額を、平成15 年度当時の水準である150,000 百万円まで回

復させるためには、156,740 ㎡の売場面積が必要となる。

・目標を達成するためには、目標年次において、中心市街地における売場面積が 156,740 ㎡必要であるため、

14,884㎡（156,740 ㎡－141,856 ㎡）の増床が必要である。

・本計画に位置づけられた事業中、売場面積の増床が確実に見込める、下記の事業が実施されることにより、

必要増加数である 14,884 ㎡を上回る 14,892 ㎡の売場面積の増加が見込むことができる。

・また、その他の商業活性化事業（〔事業名 18 二番街商店街活性化事業（アーケード整備・商店街憲章等策定事

商業施設面積
(㎡)　　　①

売場面積(㎡)
①×40％

1,660 664

15,100 6,040

20,470 8,188

37,230 14,892合　　　　　計

事業名６：(仮称)柏駅東口Ｄ街区第一地区第一種
　　　　　市街地再開発事業

事業名５：柏駅東口Ａ街区第二地区第一種市街地
          再開発事業

事　業　名　称

事業名25：(仮称)柏駅西口共同ビル事業

②目標値の算出方法

1)略

2) 中心市街地における主な大型店に対してアンケートを実施（注 1）し、結果から得られた売上高の推移から、

中心市街地全体の小売業の「１㎡あたり販売額」の推移を推計した。

＜大型店アンケート結果＞

＜大型店アンケート結果を元にした、中心市街地の小売業の「１㎡当たり販売額」の推計＞

（注 1）中心市街地活性化協議会で当該区域の大型店を対象にアン

ケート調査を実施。回答が得られた大型店のデータの合計は、

平成15年度ベースで、中心市街地における総売場面積の79％を、

総小売販売額の 73％をそれぞれ占めている。

（注２）累乗近似により推計。Ｒ２＝0.9733

3) 2)で求めた各年度の「主な大型店の 1㎡あたり販売額」を

1)で求めた各年度の「売場面積の推移」にそれぞれ乗じて、

各年度の小売年間販売額を推計した。

＜中心市街地における売場面積、１㎡あたり販売額、小売販売額の推計＞

なお、平成 24 年度における年間小売販売額を、平成 15 年度当時の水準である 150,000 百万円まで回復さ

せるためには、156,740 ㎡の売場面積が必要となる。

・目標を達成するためには、目標年次において、中心市街地における売場面積が 156,740㎡必要であるため、14,884

㎡（156,740 ㎡－141,856 ㎡）の増床が必要である。

・本計画に位置づけられた事業中、売場面積の増床が確実に見込める、下記の事業が実施されることにより、必

要増加数である 14,884㎡を上回る 14,892㎡の売場面積の増加が見込むことができる。

・また、その他の商業活性化事業（〔事業名 18 二番街商店街活性化事業（アーケード整備・商店街憲章等策定事業）〕

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成24年度

売場面積（㎡） ａ 133,918 133,918 141,856 141,856 156,740

１㎡当たりの販売額(千円) ｂ 1,114 1,061 1,046 1,011 957

小売販売額（百万円） ａ×ｂ 149,250 142,087 148,381 143,416 150,000

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
小売販売額(百万円) 108,225 103,045 101,617 98,287
対前年度比(％) － 95.2① 98.6② 96.7③

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
小売販売額(百万円) 108,225 103,045 101,617 98,287
対前年度比(％) － 95.2① 98.6② 96.7③

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成25年度

１㎡当たりの販売額(千円) 1,114④ 1,061⑤ 1,046⑥ 1,011 957

備考 H16商業統計 ④×① ⑤×② ⑥×③ （注２）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成24年度

１㎡当たりの販売額(千円) 1,114④ 1,061⑤ 1,046⑥ 1,011 957

備考 H16商業統計 ④×① ⑤×② ⑥×③ （注２）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成25年度

売場面積（㎡） ａ 133,918 133,918 141,856 141,856 156,740

１㎡当たりの販売額(千円) ｂ 1,114 1,061 1,046 1,011 957

小売販売額（百万円） ａ×ｂ 149,250 142,087 148,381 143,416 150,000
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業）〕〔事業名 19にぎわいモール整備事業（歩道・街路灯等整備事業）〕〔事業名 21柏駅周辺活性化イベント事

業〕〔事業名 23 商店街振興共同事業〕）等の実施による、小売事業者の新たな出店等による売場面積の増加につ

いても見込まれる。

（２）～（３）略

[５] フォローアップについて

（１）フォローアップの時期について

フォローアップについては、計画終了年次の平成 25 年度において、それぞれ設定した目標値の達成を目指

すものとするが、計画終了年次以前においても、各目標ごとに、下記によりフォローアップの時期を設定す

る。

（２）フォローアップの方法

①小売年間販売額

平成 22 年度については、平成 19 年商業統計の結果をベースとして、アンケート調査等を行うことにより

数値を推計し、目標の達成度合いについて検証を行う。また、平成 25 年度については、「中間年度」（平成

22 年度）の推計値をベースとして、アンケート調査等を行うことにより数値を推計し、検証を行うものとす

る。

②歩行者通行量

中間年度は平成 21 年度，目標年度は平成 25 年度のそれぞれの年度末の晴天の休日に歩行者通行量調査を

実施するものとする。

③滞留時間の延長

平成 23年度においては、商圏調査（平成 23 年実施予定）において中心市街地における滞留時間の測定を

行うものとする。また平成 25 年度においては、アンケート調査を実施し、中心市街地における滞留時間の想

定を行うものとする。

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市

街地の整備改善のための事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名1

柏駅東口歩行者専用嵩

上式広場改良事業

（略） （略） （略） （略）

〔事業名 19にぎわいモール整備事業（歩道・街路灯等整備事業）〕〔事業名 21柏駅周辺活性化イベント事業〕〔事業

名 23商店街振興共同事業〕）等の実施による、小売事業者の新たな出店等による売場面積の増加についても見込まれ

る。

（２）～（３）略

[５] フォローアップについて

（１）フォローアップの時期について

フォローアップについては、計画終了年次の平成 24 年度において、それぞれ設定した目標値の達成を目指すも

のとするが、計画終了年次以前においても、各目標ごとに、下記によりフォローアップの時期を設定する。

（２）フォローアップの方法

①小売年間販売額

平成 22 年度については、平成 19 年商業統計の結果をベースとして、アンケート調査等を行うことにより数値

を推計し、目標の達成度合いについて検証を行う。また、平成 24 年度については、「中間年度」（平成22 年度）

の推計値をベースとして、アンケート調査等を行うことにより数値を推計し、検証を行うものとする。

②歩行者通行量

中間年度は平成 21 年度，目標年度は平成 24 年度のそれぞれの年度末の晴天の休日に歩行者通行量調査を実施

するものとする。

③滞留時間の延長

平成 23 年度においては、商圏調査（平成 23 年実施予定）において中心市街地における滞留時間の測定を行う

ものとする。また平成 24 年度においては、アンケート調査を実施し、中心市街地における滞留時間の想定を行う

ものとする。

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名1

柏駅東口歩行者専用嵩

上式広場改良事業

（略） （略） （略） （略）

目標値の項目
目標値

（目標年度）
フォローアップ時期

①小売年間販売額
150,000百万円

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成25年度)

②歩行者通行量
90,000人/日(休日)

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成25年度)

③滞留時間の延長
30分の増

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成25年度)

目標値の項目
目標値

（目標年度）
フォローアップ時期

①小売年間販売額
150,000百万円

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成24年度)

②歩行者通行量
90,000人/日(休日)

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成24年度)

③滞留時間の延長
30分の増

（平成25年度）

中間年度(平成22年度)

目標年度(平成24年度)
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（略）

○事業名2

柏駅西口北地区市街地

再開発事業

○内容

段階的な市街地再開発

事業の調査検討

○実施時期

昭和63年度～

柏市 西口北地区約3.8ha については、一体的

な市街地再開発事業を施行するのではな

く、中小規模の民間再開発事業等を段階的

に行っていくため、地元地権者と協働し、

区域分け、道路計画案等の検討や、協議会

活動の支援などを行うものである。

本事業は、歩行者通行量の増大など、ま

ちなか回遊性の向上に向けた数値目標に寄

与する事業である。

○措置の内

容

まちづくり

交付金

○実施時期

平成１９年

度～２１年

度

都市環境改

善支援事業

○実施時期

平成２３年

度

社会資本整

備総合交付

金（市街地

再 開 発 事

業）

○実施時期

平成２４年

度～平成２

５年度

○事業名3

放置自転車等防止街頭

指導委託

○内容

柏駅周辺において、街

頭指導員が自転車等の

放置箇所を巡回し、放

置しようとする自転車

等利用者に対し、指導

及び啓発等を行う

○実施時期

平成19年度～25年度

柏市 柏駅周辺は、駅利用者や大規模商業施設

等への買い物客が殺到するピーク時の午後

３時すぎには、駅周辺の広場や路上におい

て、常時700 台の自転車及び原付バイク（以

下自転車等という）が放置されている状況

である（平成17年度実績）。このことから、

放置自転車等防止街頭指導員を適所に配置

し、放置自転車等の防止と市営駐輪場への

利用誘導を行っているところである。

本事業は、放置自転車等の防止を啓発す

ることにより、駅周辺の交通安全の確保や

良好な都市景観の改善を図り、まちなか回

遊性の向上に寄与する事業である。

○措置の内

容

まちづくり

交付金

○実施時期

平成 19年度

○事業名4

柏駅東口歩行者系都市

計画道路整備事業

（元町通り・中通り線

整備事業、中通り・小

柳町通り線整備事業）

（略）

（略） （略） （略） （略）

（略）

○事業名2

柏駅西口北地区市街地

再開発事業

○内容

段階的な市街地再開発

事業の調査検討

○実施時期

昭和63年度～

柏市 西口北地区約3.8ha については、一体的

な市街地再開発事業を施行するのではな

く、中小規模の民間再開発事業等を段階的

に行っていくため、地元地権者と協働し、

区域分け、道路計画案等の検討や、協議会

活動の支援などを行うものである。

本事業は、歩行者通行量の増大など、ま

ちなか回遊性の向上に向けた数値目標に寄

与する事業である。

○措置の内

容

まちづくり

交付金

○実施時期

平成 19 年度

～21年度

○事業名3

放置自転車等防止街頭

指導委託

○内容

柏駅周辺において、街

頭指導員が自転車等の

放置箇所を巡回し、放

置しようとする自転車

等利用者に対し、指導

及び啓発等を行う

○実施時期

平成19年度～24年度

柏市 柏駅周辺は、駅利用者や大規模商業施設

等への買い物客が殺到するピーク時の午後

３時すぎには、駅周辺の広場や路上におい

て、常時700 台の自転車及び原付バイク（以

下自転車等という）が放置されている状況

である（平成17年度実績）。このことから、

放置自転車等防止街頭指導員を適所に配置

し、放置自転車等の防止と市営駐輪場への

利用誘導を行っているところである。

本事業は、放置自転車等の防止を啓発す

ることにより、駅周辺の交通安全の確保や

良好な都市景観の改善を図り、まちなか回

遊性の向上に寄与する事業である。

○措置の内

容

まちづくり

交付金

○実施時期

平成 19 年度

○事業名4

柏駅東口歩行者系都市

計画道路整備事業

（元町通り・中通り線

整備事業、中通り・小

柳町通り線整備事業）

（略）

（略） （略） （略） （略）
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○事業名6

（仮称）柏駅東口Ｄ街

区第一地区第一種市街

地再開発事業

○内容

市街地再開発事業（更

新が必要な街区におけ

る再開発事業）

○実施時期

平成14年度から27年度

柏駅東

口Ｄ街

区第一

地区第

一種市

街地再

開発組

合（予

定）

柏市の中心市街地における土地の合理的

かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを

図り、もって公共の福祉に寄与することを

目的として、商業、業務、文化・交流、住

宅等を整備すると共に、附置義務駐車場及

び駐輪場等を整備する事業である。また、

市街地再開発事業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・6・4 号中通り

線、都市計画道路7・6・2 号南通り線、都

市計画道路8・7・1 号小柳町通り線）を整

備する。併せて柏の顔となる地区であるこ

とから電線類地中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文

化・交流施設等、都市福利施設が整備され

ることにより、まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事業に併せて整備

される歩行者系都市計画道路により、歩行

者通行量の増大など、まちなか回遊性の向

上にも寄与する事業である。

○措置の内

容

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 27

年度

○事業名8

柏駅西口第七駐輪場立

体化整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（３）略

（４）国の支援がないその他の事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名7

既存ビルの建て替え、

改築等事業

○内容

土地の健全な高度利用

による複数敷地の共同

化事業

○実施時期

平成20年度～25年度

地権者

等関係

者の協

議によ

り決定

民間の既存建築物の建て替え、改築等を行

うことにより、土地の高度利用化等を図る事

業である。

本事業は、商業環境を改善し、商業の活性

化に寄与する事業である。

○事業名9

柏駅東口第一駐輪場立

体化整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名6

（仮称）柏駅東口Ｄ街

区第一地区第一種市街

地再開発事業

○内容

市街地再開発事業（更

新が必要な街区におけ

る再開発事業）

○実施時期

平成14年度から27年度

柏駅東

口Ｄ街

区第一

地区第

一種市

街地再

開発組

合（予

定）

柏市の中心市街地における土地の合理的

かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを

図り、もって公共の福祉に寄与することを

目的として、商業、業務、文化・交流、住

宅等を整備すると共に、附置義務駐車場及

び駐輪場等を整備する事業である。また、

市街地再開発事業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・6・4 号中通り

線、都市計画道路7・6・2 号南通り線、都

市計画道路8・7・1 号小柳町通り線）を整

備する。併せて柏の顔となる地区であるこ

とから電線類地中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文

化・交流施設等、都市福利施設が整備され

ることにより、まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事業に併せて整備

される歩行者系都市計画道路により、歩行

者通行量の増大など、まちなか回遊性の向

上にも寄与する事業である。

○措置の内

容

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 26

年度

○事業名8

柏駅西口第七駐輪場立

体化整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（３）略

（４）国の支援がないその他の事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名7

既存ビルの建て替え、

改築等事業

○内容

土地の健全な高度利用

による複数敷地の共同

化事業

○実施時期

平成20年度～24年度

地権者

等関係

者の協

議によ

り決定

民間の既存建築物の建て替え、改築等を行

うことにより、土地の高度利用化等を図る事

業である。

本事業は、商業環境を改善し、商業の活性

化に寄与する事業である。

○事業名9

柏駅東口第一駐輪場立

体化整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）
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５．都市福祉施設を整備する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名6

（仮称）柏駅東口Ｄ街

区第一地区第一種市街

地再開発事業

○内容

市街地再開発事業（更

新が必要な街区におけ

る再開発事業）

○実施時期

平成14年度から27年度

柏駅東

口Ｄ街

区第一

地区第

一種市

街地再

開発組

合（予

定）

柏市の中心市街地における土地の合理的

かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを

図り、もって公共の福祉に寄与することを目

的として、商業、業務、文化・交流、住宅等

を整備すると共に、附置義務駐車場及び駐輪

場等を整備する事業である。また、市街地再

開発事業に併せて、歩行者系都市計画道路

（都市計画道路7・6・4 号中通り線、都市計

画道路7・6・2 号南通り線、都市計画道路8・

7・1 号小柳町通り線）を整備する。併せて

柏の顔となる地区であることから電線類地

中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文化・

交流施設等、都市福利施設が整備されること

により、まちなかの魅力の向上が期待でき

る。また、再開発事業に併せて整備される歩

行者系都市計画道路により、歩行者通行量の

増大など、まちなか回遊性の向上にも寄与す

る事業である。

○措置の内

容

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 27

年度

○事業名10

柏市民活動センター運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名11

インフォメーションセ

ンター事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

５．都市福祉施設を整備する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名6

（仮称）柏駅東口Ｄ街

区第一地区第一種市街

地再開発事業

○内容

市街地再開発事業（更

新が必要な街区におけ

る再開発事業）

○実施時期

平成14年度から27年度

柏駅東

口Ｄ街

区第一

地区第

一種市

街地再

開発組

合（予

定）

柏市の中心市街地における土地の合理的

かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを

図り、もって公共の福祉に寄与することを目

的として、商業、業務、文化・交流、住宅等

を整備すると共に、附置義務駐車場及び駐輪

場等を整備する事業である。また、市街地再

開発事業に併せて、歩行者系都市計画道路

（都市計画道路7・6・4 号中通り線、都市計

画道路7・6・2 号南通り線、都市計画道路8・

7・1 号小柳町通り線）を整備する。併せて

柏の顔となる地区であることから電線類地

中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文化・

交流施設等、都市福利施設が整備されること

により、まちなかの魅力の向上が期待でき

る。また、再開発事業に併せて整備される歩

行者系都市計画道路により、歩行者通行量の

増大など、まちなか回遊性の向上にも寄与す

る事業である。

○措置の内

容

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 26

年度

○事業名10

柏市民活動センター運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名11

インフォメーションセ

ンター事業

（略）

（略） （略） （略） （略）
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（４）に移設

（２）② 略

（３）略

（４）国の支援のないその他の事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

○事業名12

柏駅南口地区共同化事

業

○内容

土地の健全な高度利用

による複数敷地の共同

化事業

○実施時期

平成21年度～25年度

柏駅南

口地区

地権者

組織等

複数敷地の共同化による土地の健全な高

度利用による都市環境の整備と都市機能の

更新地権者の合意に基づいた共同化事業を

実施することと、併せて地域住民や来街者等

の利便性を向上させるため、宿泊施設等公益

施設の導入を図ることで、土地の一体的な高

度利用を図り、道路や空地等といった基盤整

備や環境整備を行う事業である。

本事業は、商業環境、歩行者環境を改善し、

商業の活性化に寄与するとともに、まちなか

回遊性の向上に寄与する事業である。

社 会 資

本 整 備

総 合 交

付金（暮

らし・に

ぎ わ い

再 生 事

業）を活

用予定

○事業名13

(仮称)柏駅西口駐輪場

整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名14

(仮称)新中央図書館・

地域交流センター等整

備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名15

十坪ジム運営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名16

健康福祉サービス関連

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名12

柏駅南口地区共同化事

業

○内容

土地の健全な高度利用

による複数敷地の共同

化事業

○実施時期

平成21年度～24年度

柏駅南

口地区

地権者

組織等

複数敷地の共同化による土地の健全な高

度利用による都市環境の整備と都市機能の

更新地権者の合意に基づいた共同化事業を

実施することと、併せて地域住民や来街者等

の利便性を向上させるため、宿泊施設等公益

施設の導入を図ることで、土地の一体的な高

度利用を図り、道路や空地等といった基盤整

備や環境整備を行う事業である。

本事業は、商業環境、歩行者環境を改善し、

商業の活性化に寄与するとともに、まちなか

回遊性の向上に寄与する事業である。

○措置の内

容

社会資本整

備総合交付

金（暮らし・

にぎわい再

生事業）

○実施時期

平成 21 年度

～24年度

（２）② 略

（３）略

（４）国の支援のないその他の事業

事業名、内容及び実施

時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容

及び実施時

期

そ の 他

の事項

（２）①からの移設

○事業名13

(仮称)柏駅西口駐輪場

整備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名14

(仮称)新中央図書館・

地域交流センター等整

備事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名15

十坪ジム運営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名16

健康福祉サービス関連

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業

と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

［１］略

［２］具体的事業等の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容

及び実施時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容及

び実施時期

そ の 他

の事項

○事業名6

（仮称）柏駅

東口Ｄ街区第

一地区第一種

市街地再開発

事業

○内容

市街地再開発

事業（更新が

必要な街区に

おける再開発

事業）

○実施時期

平成 14年度か

ら 27年度

柏 駅 東

口 Ｄ 街

区 第 一

地 区 第

一 種 市

街 地 再

開 発 組

合（予定

柏市の中心市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福祉に寄与するこ

とを目的として、商業、業務、文化・交流、

住宅等を整備すると共に、附置義務駐車場

及び駐輪場等を整備する事業である。ま

た、市街地再開発事業に併せて、歩行者系

都市計画道路（都市計画道路7・6・4 号中

通り線、都市計画道路7・6・2 号南通り線、

都市計画道路8・7・1 号小柳町通り線）を

整備する。併せて柏の顔となる地区である

ことから電線類地中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文

化・交流施設等、都市福利施設が整備され

ることにより、まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事業に併せて整備

される歩行者系都市計画道路により、歩行

者通行量の増大など、まちなか回遊性の向

上にも寄与する事業である。

○措置の内容

社会資本整備

総 合 交 付 金

（市街地再開

発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 27

年度

○事業名10

柏市民活動セ

ンター運営事

業【再掲】

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名17

高齢者向け共

同住宅及び商

業施設整備事

業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（２）～（４）略

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する

事項

［１］略

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

［１］略

［２］具体的事業等の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容

及び実施時期

実 施 主

体
目標達成のための位置付け及び必要性

措置の内容及

び実施時期

そ の 他

の事項

○事業名6

（仮称）柏駅

東口Ｄ街区第

一地区第一種

市街地再開発

事業

○内容

市街地再開発

事業（更新が

必要な街区に

おける再開発

事業）

○実施時期

平成 14年度か

ら 27 年度

柏 駅 東

口 Ｄ 街

区 第 一

地 区 第

一 種 市

街 地 再

開 発 組

合（予定

柏市の中心市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福祉に寄与するこ

とを目的として、商業、業務、文化・交流、

住宅等を整備すると共に、附置義務駐車場

及び駐輪場等を整備する事業である。ま

た、市街地再開発事業に併せて、歩行者系

都市計画道路（都市計画道路7・6・4 号中

通り線、都市計画道路7・6・2 号南通り線、

都市計画道路8・7・1 号小柳町通り線）を

整備する。併せて柏の顔となる地区である

ことから電線類地中化を行う事業である。

本事業の実施により、商業施設が整備さ

れ、商業の活性化に寄与するとともに、文

化・交流施設等、都市福利施設が整備され

ることにより、まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事業に併せて整備

される歩行者系都市計画道路により、歩行

者通行量の増大など、まちなか回遊性の向

上にも寄与する事業である。

○措置の内容

社会資本整備

総 合 交 付 金

（市街地再開

発事業）

○実施時期

平成 24 年度

から平成 26

年度

○事業名10

柏市民活動セ

ンター運営事

業【再掲】

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名17

高齢者向け共

同住宅及び商

業施設整備事

業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（２）～（４）略

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］略
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［２］具体的事業等の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時

期
実施主体 目標達成のための位置づけ及び必要性

措置の内容及

び実施時期

その他の

事項

○事業名18

二番街商店会活性化事

業（商店街憲章等策定事

業）

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名19

にぎわいモール整備事

業（歩道、街路灯等整備

事業）

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名20

柏駅西口駅前交番等運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名21

柏駅周辺活性化イベン

ト事業

○内容

芸術、文化の振興、新し

い都市ブランド構築、イ

メージアップ向上に関

するイベント事業等の

実施

○実施時期

平成19年度～25年度

柏商工会

議所(スト

リート・ブ

レイカー

ズ、ＪＯＢ

ＡＮアー

トライン

プロジェ

クト柏実

行委員会

と連携)

柏は最近「若者のまち」として注目さており、

ストリートミュージシャンが財産と位置づけ

られ、また、近隣の芸術系の専門学校、大学の

学生の作品が展示される等、若者が自己を表現

する拠点となっている。

そうした多様性を受け入れ、活用し、まちの

賑わいを創出するため、複数の団体が柏駅周辺

の各商店街・街区全体と連携しつつ、柏らしさ

を面的に波及させる多様な取組を行っており、

大きく貢献している。

ストリートブレイカーズは、若者をターゲッ

トに毎年斬新な企画を行うのが強みである。地

元出身アーチストや柏ストリートミュージシ

ャンが参加するミュージックイベント、理容業

組合との連携によるヘアデザインコンテスト、

裏カシの服を来街者が購入し、コーディネート

を競う古着コンテスト、飲食店の特別メニュー

で食事をしてもらうヘルシーバトルなど、飽き

させないイベント集客を図っており、今後もよ

り一層のアイディアイベントを開催する。

ＪＯＢＡＮアートラインプロジェクトは、幅

広い年代層に訴求し、文化芸術振興を主眼に、

品がよくセンスのあるまちとする目的のもと、

中心市街地内外にあるギャラリーや美術館等

のスケジュールカレンダーの発行など情報発

信、商店街等への芸術作品の展示、パフォーマ

○措置の内容

戦略的中心市

街地中小商業

等活性化支援

事業補助金

○実施時期

平成 20 年度

［２］具体的事業等の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時

期
実施主体 目標達成のための位置づけ及び必要性

措置の内容及

び実施時期

その他の

事項

○事業名18

二番街商店会活性化事

業（商店街憲章等策定事

業）

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名19

にぎわいモール整備事

業（歩道、街路灯等整備

事業）

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名20

柏駅西口駅前交番等運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名21

柏駅周辺活性化イベン

ト事業

○内容

芸術、文化の振興、新し

い都市ブランド構築、イ

メージアップ向上に関

するイベント事業等の

実施

○実施時期

平成19年度～24年度

柏商工会

議所(スト

リート・ブ

レイカー

ズ、ＪＯＢ

ＡＮアー

トライン

プロジェ

クト柏実

行委員会

と連携)

柏は最近「若者のまち」として注目さており、

ストリートミュージシャンが財産と位置づけ

られ、また、近隣の芸術系の専門学校、大学の

学生の作品が展示される等、若者が自己を表現

する拠点となっている。

そうした多様性を受け入れ、活用し、まちの

賑わいを創出するため、複数の団体が柏駅周辺

の各商店街・街区全体と連携しつつ、柏らしさ

を面的に波及させる多様な取組を行っており、

大きく貢献している。

ストリートブレイカーズは、若者をターゲッ

トに毎年斬新な企画を行うのが強みである。地

元出身アーチストや柏ストリートミュージシ

ャンが参加するミュージックイベント、理容業

組合との連携によるヘアデザインコンテスト、

裏カシの服を来街者が購入し、コーディネート

を競う古着コンテスト、飲食店の特別メニュー

で食事をしてもらうヘルシーバトルなど、飽き

させないイベント集客を図っており、今後もよ

り一層のアイディアイベントを開催する。

ＪＯＢＡＮアートラインプロジェクトは、幅

広い年代層に訴求し、文化芸術振興を主眼に、

品がよくセンスのあるまちとする目的のもと、

中心市街地内外にあるギャラリーや美術館等

のスケジュールカレンダーの発行など情報発

信、商店街等への芸術作品の展示、パフォーマ

○措置の内容

戦略的中心市

街地中小商業

等活性化支援

事業補助金

○実施時期

平成 20 年度～

24 年度
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ンスアーチストの招聘イベント等など、地域の

イメージアップ向上に関する事業を行う。

こうした、多様な主体の取組を商工会議所が

サポートしつつ実施する。

本事業は、中心市街地のイメージとなってい

る、若者を中心とした文化の発展を促し、活気

にあふれ、にぎわいに満ちたまちづくりに寄与

し、商業の活性化が図られるばかりでなく、新

たな芸術・文化振興の発展に大きく寄与し、あ

らゆる世代の人たちが訪れ、活動することがで

きるようなまちづくりにも大きく寄与し、まち

なかの魅力の向上を図るために必要な事業で

ある。

○事業名17

高齢者向け共同住宅及

び商業施設整備事業

【再掲】

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名22

商工団体共同施設設置

事業

○内容

まちの賑わいを創出す

る共同施設の設置を行

う商店会への支援事業

○実施時期

平成 20 年度～25年度

柏市、エリ

ア内商店

会

商店街の環境整備を推進し、まちの賑わいを

創出するため、街路灯、アーチ等の共同施設の

設置を行う商店会への支援を行う事業である。

本事業は、各商店会が個性ある取り組みを行

うことにより、活気にあふれ、にぎわいに満ち

たまちづくりに寄与し、商業の活性化を図るた

めに必要な事業である。

○措置の内容

まちづくり交

付金

○実施時期

平成 20 年度～

21年度

○事業名24

中心市街地活性化ソフ

ト事業

○内容

中心市街地活性化に資

するイベント事業等の

実施

○実施時期

平成 20 年度～25年度

柏市又は

中心市街

地活性化

協議会等

対象事業

者

※関係者

等の協議

により決

定

中心市街地において、イベント事業等のソフ

ト事業を実施する（助成する場合等を含む）こ

とによって、活気にあふれ、にぎわいを創出す

るとともに、あらゆる世代の人たちが訪れ、活

動することができるようなまちづくりを行う

ものである。

○措置の内容

中心市街地活

性化ソフト事

業

○実施時期

平成 20 年度～

24年度

（２）～（４）略

ンスアーチストの招聘イベント等など、地域の

イメージアップ向上に関する事業を行う。

こうした、多様な主体の取組を商工会議所が

サポートしつつ実施する。

本事業は、中心市街地のイメージとなってい

る、若者を中心とした文化の発展を促し、活気

にあふれ、にぎわいに満ちたまちづくりに寄与

し、商業の活性化が図られるばかりでなく、新

たな芸術・文化振興の発展に大きく寄与し、あ

らゆる世代の人たちが訪れ、活動することがで

きるようなまちづくりにも大きく寄与し、まち

なかの魅力の向上を図るために必要な事業で

ある。

○事業名17

高齢者向け共同住宅及

び商業施設整備事業

【再掲】

（略）

（略） （略） （略） （略）

○事業名22

商工団体共同施設設置

事業

○内容

まちの賑わいを創出す

る共同施設の設置を行

う商店会への支援事業

○実施時期

平成 20年度～21 年度

柏市、エリ

ア内商店

会

商店街の環境整備を推進し、まちの賑わいを

創出するため、街路灯、アーチ等の共同施設の

設置を行う商店会への支援を行う事業である。

本事業は、各商店会が個性ある取り組みを行

うことにより、活気にあふれ、にぎわいに満ち

たまちづくりに寄与し、商業の活性化を図るた

めに必要な事業である。

○措置の内容

まちづくり交

付金

○実施時期

平成 20 年度～

21 年度

○事業名24

中心市街地活性化ソフ

ト事業

○内容

中心市街地活性化に資

するイベント事業等の

実施

○実施時期

平成 20 年度～24 年度

柏市又は

中心市街

地活性化

協議会等

対象事業

者

※関係者

等の協議

により決

定

中心市街地において、イベント事業等のソフ

ト事業を実施する（助成する場合等を含む）こ

とによって、活気にあふれ、にぎわいを創出す

るとともに、あらゆる世代の人たちが訪れ、活

動することができるようなまちづくりを行う

ものである。

○措置の内容

中心市街地活

性化ソフト事

業

○実施時期

平成 20 年度～

24 年度

（２）～（４）略

【商店街アーチ（あさひ通り商店会）】【商店街アーチ（あさひ通り商店会）】
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（２）略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時

期
実施主体 目標達成のための位置づけ及び必要性

措置の内容及

び実施時期

その他の

事項

○事業名26

柏駅東口交通円滑化事

業

○内容

休日の路線バス駅前乗

り入れの検討

○実施時期

平成20年度～25年度

柏市 休日には、歩行者天国を行っているためバス

の乗降場所が駅から離れており、交通結節点と

しての機能を著しく低下させている。これを解

消すべく、地元商店会と駅前への路線バス乗り

入れ方策について検討する。

本事業は、柏駅東口の交通円滑化、まちなか

の回遊性を促すこととともに、あらゆる世代の

人たちが安心して訪れ、活動できるようなまち

づくりに寄与し、まちなかの魅力の向上を図る

ために必要な事業である。

○措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市・地域交通戦

略推進事業）

○実施時期

平成 20年度～

24 年度

○事業名27

東武柏駅バリアフリー

化事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（４）略

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

略

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（２）略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時

期
実施主体 目標達成のための位置づけ及び必要性

措置の内容及

び実施時期

その他の

事項

○事業名26

柏駅東口交通円滑化事

業

○内容

休日の路線バス駅前乗

り入れの検討

○実施時期

平成20年度～24年度

柏市 休日には、歩行者天国を行っているためバス

の乗降場所が駅から離れており、高齢者障害者

には不便をきたしている。これを解消すべく、

駅前へのバスの乗り入れを行うため、地元商店

会と勉強会を行い、トランジットモールなど駅

前への路線バス乗り入れ方策について勉強す

る。

本事業は、柏駅東口の交通円滑化を促し、ま

ちなかの回遊性を促すこととともに、あらゆる

世代の人たちが安心して訪れ、活動できるよう

なまちづくりに寄与し、まちなかの魅力の向上

を図るために必要な事業である。

○措置の内容

社会資本整備

総合交付金（都

市・地域交通戦

略推進事業）

○実施時期

平成 20 年度～

24 年度

○事業名27

東武柏駅バリアフリー

化事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

（４）略

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

略


